
川 崎 市 職 員 提 案 審 査 委 員 会 設 置 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 川 崎 市 職 員 提 案 規 程 （ 昭 和 ３ ９ 年 川 崎 市 訓 令 第 １ 号 。 以

 下 「 規 程 」 と い う 。） 第 １ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 提 案 の 審 査 等 を 行 う た

 め 、 川 崎 市 職 員 提 案 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 審 査 委 員 会 」 と い う 。） の 設 置 及 び

 運 営 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 審 査 委 員 会 ）  

第 ２ 条  提 案 の 審 査 等 を 処 理 す る た め 、 審 査 委 員 会 を 設 置 す る 。  

２  審 査 委 員 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 す る 。  

(１ ) 提 案 の 審 査  

(２ ) 実 施 課 か ら の 報 告 受 理  

３  審 査 委 員 会 の 委 員 長 は 、 総 務 企 画 局 行 政 改 革 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 担 当 部 長

を も っ て 充 て る 。  

４  審 査 委 員 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

(１ ) 総 務 企 画 局 人 事 部 長  

(２ ) 総 務 企 画 局 都 市 政 策 部 長  

(３ ) 総 務 企 画 局 行 政 改 革 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 長  

(４ ) 財 政 局 財 政 部 長  

５  審 査 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

６  審 査 委 員 会 に お い て 審 議 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 者 の 出 席

 を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

７  審 査 委 員 会 の 事 務 局 は 、 総 務 企 画 局 行 政 改 革 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 に お い て

処 理 す る 。  

８  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 委 員 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 委

 員 長 が 審 査 委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

（ 審 査 結 果 の 通 知 ）  

第 ３ 条  審 査 委 員 会 に お け る 審 査 結 果 に つ い て は 、 提 案 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  川 崎 市 職 員 の 提 案 審 査 基 準 を 定 め る 要 綱 及 び 川 崎 市 行 政 事 務 改 善 委 員 会 は 、  

 廃 止 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


